
※　通常の自己負担額は１割負担ですが、ご契約者によっては２割負担または３割負担の場合があります。

※　事業所の体制や利用者の身体状況の変化等により加算内容が変更される場合があります。

※　中山間地域(特定農山村対象地域)

※週１回(月４回)の利用を想定

※週２回(月８回)の利用を想定

※基本料金に各種加算を利用(算定)
された場合の一日あたりの利用料金です

4,001円

4,393円

4,792円

6,852円

671円

686円

911円787円666円

サービス提供体制強化加算Ⅰ
（要支援１・要支援１相当）

サービス提供体制強化加算Ⅰ
（要支援２・要支援２相当）

要介護者 要支援者及び要支援相当者

通所介護送迎減算(片道)

40円

85円

基本単位数 ×日数× 5.0%

176円

１ヶ月あたり

１日あたり

１ヵ月あたりの総単位数 × 7.1%介護職員処遇改善加算(5.9%)＋特定処遇改善加算(1.2%)

加算の種類加算の種類

22円

-47円

入浴加算

個別機能訓練加算Ⅰロ

要支援２(相当)

3,428円

395円

650円食費

　デイサービスセンターさくら園ご利用料金

【サービスご利用料金（１日あたり）】
令和3年8月1日現在

876円

897円

1,018円

773円

要介護１

368円

386円

567円

基本料金

792円

896円773円

581円

655円

要介護５

585円

614円

979円

1,003円

要介護２

421円

要介護３

サービス提供体制強化加算Ⅰ

477円

500円

1,142円

1,162円

要介護４

530円

557円

７ 時 間 以 上 ８ 時 間 未 満

８ 時 間 以 上 ９ 時 間 未 満

３ 時 間 以 上 ４ 時 間 未 満

事業所評価加算 120円

運動器機能向上加算 225円

88円

４ 時 間 以 上 ５ 時 間 未 満

５ 時 間 以 上 ６ 時 間 未 満

６ 時 間 以 上 ７ 時 間 未 満

1,036円

442円

１割負担

【旧松阪市】
宇気郷（柚原町、後山町、飯福田町、与原町）茅広江（茅原町、広瀬町）大石（大石町、六呂木町、小片野町）
大河内（大河内町、桂瀬町、笹川町、矢津町、勢津町、辻原町、阪内町）
【旧多気町】
佐奈(平谷)

総合事業

1,672円

384円

要支援１(相当)

1,672円

384円

３割負担

13,402円

1,661円

1,873円

2,368円

2,621円

2,884円

3,145円

3,411円

8,978円

17,503円

2,167円

２割負担

中山間地域※等に居住する者へのサービス提供加算

要介護２

要介護３

2,485円

3,227円

3,606円

要介護５

4,726円

2,031円

要支援１

要支援２

要介護１

要介護４

（１ケ月あたり）要支援２

1,156円

1,262円

1,509円

1,635円

9,301円

（１ケ月あたり）要支援１

1,767円

1,898円


